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INFORM
ATION

情
報
ひ
ろ
ば

「
小
児
慢
性
疾
患
ピ
ア
相
談
」

の
ご
案
内
（
無
料
）

茨
城
県
子
ど
も
家
庭
課

　
ピ
ア
と
は
“
仲
間
”
と
い
う
意
味

で
す
。
小
児
慢
性
疾
患
の
お
子
さ
ま

を
子
育
て
中
の
方
の
不
安
や
悩
み

を
、
同
じ
よ
う
な
経
験
を
持
つ
ピ
ア

相
談
員
が
電
話
で
相
談
に
応
じ
て
い

ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
相
談
の
流
れ

①
［
申
込
］
電
話
で
「
茨
城
県
難
病

団
体
連
絡
協
議
会
」
に
申
し
込
み

を
し
ま
す
。（
☎
０
２
９-

２
４
４-

４
５
３
５
、
受
付
時
間 

平
日
10
時

～
16
時
）

②
［
受
付
］
申
込
み
時
に
「
氏
名
・

連
絡
先
・
相
談
内
容
等
」
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。
内
容
に
応
じ
、
い
ち

ば
ん
身
近
な
経
験
を
持
つ
ピ
ア
相
談

員
に
連
絡
を
取
り
ま
す
。

③
［
相
談
］
ピ
ア
相
談
員
か
ら
、
申

し
込
ま
れ
た
連
絡
先
に
電
話
を
し
ま

水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局
の

庁
舎
移
転
を
延
期
し
ま
す

水
戸
地
方
法
務
局

　
当
局
下
妻
支
局
は
、
３
月
22
日

（
火
）
に
新
庁
舎
へ
移
転
す
る
予
定

で
し
た
が
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地

震
の
影
響
の
た
め
新
庁
舎
移
転
を
延

期
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

■
問
合
先
／
水
戸
地
方
法
務
局

下
妻
支
局
（
☎
０
２
９
６-

43-

３
９
３
５
）

労
働
基
準
監
督
官
募
集

茨
城
労
働
局
総
務
課

　
労
働
基
準
監
督
官
は
、
労
働
基
準

関
係
法
令
に
基
づ
い
て
あ
ら
ゆ
る
事

業
場
に
立
ち
入
り
、
事
業
主
に
法
に

定
め
る
基
準
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
に

局
総
務
課(

☎
０
２
９-

２
２
４-

６
２
１
１)

●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●

新
た
な
出
会
い
を
求
め
て
！

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

地
球
の
保
健
室

　
バ
ン
グ
ラ
デ
ッ
シ
ュ
カ
レ
ー
を
通

し
た
未
婚
の
男
女
の
交
流
会
の
参
加

者
を
募
集
し
ま
す
。

■
日
時
／
４
月
24
日
（
日
）
10
時
～

■
場
所
／
ア
ル
テ
リ
オ 

１
階
調
理

室
（
筑
西
市
丙
３
７
２
）

■
講
師
／
ミ
ー
ル
・
サ
ム
ス 

ド
ハ

■
料
理
／
本
場
バ
ン
グ
ラ
デ
ッ
シ
ュ

の
卵
カ
レ
ー
と
キ
ー
マ
カ
レ
ー

■
定
員
等
／
男
女
各
15
人
、
20
歳
～

40
歳
代
、
予
約
制

■
参
加
費
／
１,
０
０
０
円
（
材
料

費
）

■
問
合
先
／
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

地
球

の
保
健
室 

皆み
な

川か
わ(

☎
０
９
０-

１
１
２
３-

４
６
５
７)

●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●

常
陽
年
金
相
談
（
無
料
）

（
株
）
常
陽
銀
行

　
常
陽
銀
行
顧
問
の
社
会
保
険
労
務

士
が
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
に

は
予
約
が
必
要
で
す
。

■
日
時
・
場
所
／
10
時
～
15
時

［
岩
瀬
支
店
］
４
月
20
日
（
水
）

［
真
壁
支
店
］
４
月
21
日
（
木
）

■
相
談
内
容
／
年
金
受
取
り
手
続
き

の
方
法
、
そ
の
他
年
金
に
関
す
る
こ

と
。

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
真
壁
支
店

（
☎
０
２
９
６-

55-

１
１
２
２
）、

岩
瀬
支
店
（
☎
０
２
９
６-

75-

３
１
０
４
）

●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●

第
６
回 

桜
川
市
民
ゴ
ル
フ
大
会

桜
川
市
ア
マ
チ
ュ
ア
ゴ
ル
フ
連
盟

■
期
日
／
５
月
24
日
（
火
） 

※
雨
天

決
行
（
ス
タ
ー
ト
時
間
は
代
表
者
に

送
付
し
ま
す
。）

■
会
場
／
岩
瀬
桜
川
カ
ン
ト
リ
ー
ク

ラ
ブ

■
参
加
資
格
／
市
内
在
住
・
在
勤
の

方■
募
集
人
数
／
１
６
０
人（
先
着
順
）

■
競
技
方
法
／
18
ホ
ー
ル
ス
ト
ロ
ー

ク
プ
レ
ー
「
新
ぺ
リ
ア
方
式
」

■
プ
レ
ー
費
／
６,
０
０
０
円
（
税

込
、
食
事
・
乗
用
セ
ル
フ
カ
ー
ト
付
）

■
参
加
費
／
３,
５
０
０
円
（
賞
品
、

パ
ー
テ
ィ
ー
代
）

■
申
込
期
限
／
５
月
12
日
（
木
）

■
申
込
先
／
岩
瀬
体
育
館「
ラ
ス
カ
」

（
☎
０
２
９
６-

75-

６
６
０
０
）、

大
和
中
央
公
民
館
（
☎
０
２
９
６

-

58-

７
１
１
７
）、
真
壁
体
育
館

（
☎
０
２
９
６-

54-

０
７
５
３
）

■
問
合
先
／
桜
川
市
ア
マ
チ
ュ
ア

ゴ
ル
フ
連
盟(

☎
０
２
９
６-

75-

４
１
２
３)

よ
り
、
労
働
条
件
の
確
保
・
向
上
、

労
働
者
の
安
全
や
健
康
の
確
保
を
図

り
、
ま
た
、
労
災
補
償
の
業
務
を
行

う
こ
と
を
任
務
と
す
る
厚
生
労
働
省

の
専
門
職
員
で
す
。

■
受
験
資
格

・ 

昭
和
57
年
４
月
２
日
～
平
成
２
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
者

・ 

平
成
２
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ

の
者
で
次
に
掲
げ
る
も
の

　 

①
大
学
を
卒
業
し
た
者
お
よ
び
平

成
24
年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業

す
る
見
込
み
の
者

　 

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
と
同

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
た
者

■
試
験
程
度
／
大
学
卒
業
程
度

■
申
込
期
限
／
４
月
14
日
（
木
）（
消

印
有
効
）

■
試
験
日
／
［
第
１
次
］
６
月
12
日

（
日
）［
第
２
次
］
７
月
20
日
（
水
）、

21
日
（
木
）
の
指
定
さ
れ
た
日

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
茨
城
労
働

す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
費
用
は

か
か
り
ま
せ
ん
。

■
ピ
ア
相
談
員
／
病
気
や
障
害
の
あ

る
子
ど
も
を
育
て
た
経
験
の
あ
る

人
、
ま
た
は
育
て
て
い
る
人
な
ど

■
個
人
情
報
取
扱
／
相
談
で
知
り
得

た
個
人
情
報
や
内
容
に
つ
い
て
、
厳

重
な
管
理
と
守
秘
義
務
に
よ
り
ほ
か

に
漏
ら
さ
な
い
こ
と
を
徹
底
し
て
お

り
ま
す
。

■
問
合
先
／
茨
城
県
保
健
福
祉
部
子

ど
も
家
庭
課
（
☎
０
２
９-
３
０
１

-

３
２
６
９
）、
茨
城
県
難
病
団
体

連
絡
協
議
会
（
☎
０
２
９-

２
４
４

-

４
５
３
５
）

還
付
金
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ

い

国
保
年
金
課

　
全
国
で
高
齢
者
が
被
害
者
と
な

る
、
医
療
費
の
還
付
を
名
目
と
し
た

詐
欺
事
件
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

還
付
金
詐
欺
の
被
害
に
あ
わ
な
い

た
め
に

・ 

市
役
所
か
ら
電
話
だ
け
で
還
付
金

の
お
支
払
い
を
連
絡
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
必
ず
通
知
書
を
お

送
り
し
ま
す
。

・ 

医
療
費
の
還
付
な
ど
の
た
め
に
金

融
機
関
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動
預

払
機
）
の
操
作
を
求
め
る
電
話
や

手
紙
は
「
詐
欺
」
と
考
え
、
す
ぐ

に
市
役
所
や
警
察
に
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

・ 

す
こ
し
で
も
不
審
に
感
じ
た
な
ら

即
答
せ
ず
、
市
役
所
な
ど
に
事
実

か
ど
う
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

■
問
合
先
／
国
保
年
金
課
（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
、
内

線
２
２
４
１
・
２
２
４
２
）

●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●

茨
城
県
の
特
定
最
低
賃
金
改
正

の
お
知
ら
せ

茨
城
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　
特
定
の
産
業
に
従
事
す
る
労
働
者

と
そ
の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
る
特
定

最
低
賃
金
が
、
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
労
使
双
方
が
合
意
し
た
上
で
最
低

賃
金
額
未
満
の
賃
金
を
定
め
た
場
合

で
も
そ
の
賃
金
は
無
効
と
さ
れ
、
特

定
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
特
定
最
低
賃
金

■
問
合
先
／
茨
城
労
働
局
労
働
基
準

部
賃
金
室
（
☎
０
２
９-

２
２
４-

６
２
１
６
）

●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●

　税・保険料は納期内に納

めるようにしましょう。

　また、納め忘れがなく

簡単で便利な口座振替制

度をご利用ください。

４月納期の
税・保険料

・・・・・

介護保険料　１期(暫定 )

納期限／５月２日（月）

お
知
ら
せ

募
　
集

健
康
・
福
祉

件
　
　
名

時
間
額

鉄
鋼
業

７
９
３
円

は
ん
用
機
械
器
具
、
生
産
用

機
械
器
具
、
業
務
用
機
械
器

具
製
造
業

７
７
８
円

計
量
器
・
測
定
器
・
分
析
機

器
・
試
験
機
・
理
化
学
機
械

器
具
、
医
療
用
機
械
器
具
・

医
療
用
品
、光
学
機
械
器
具
・

レ
ン
ズ
、
電
子
部
品
・
デ
バ

イ
ス
・
電
子
回
路
、
電
気
機

械
器
具
、
時
計
・
同
部
分
品

製
造
業

７
７
２
円

各
種
商
品
小
売
業

７
４
４
円

　市民の皆様の声を行政に反

映するために、市長と語り

合ってみませんか。話題はな

んでも結構です。

■日時／ 4月 25日（月）

　９時～12時・13時～16時

■ 場所／市役所 岩瀬庁舎

　１階会議室

■ 問合先／秘書広報課（☎

58-5111・75-3111 代表）

※ 次回／ 5月 23日（月）

　真壁地区 公民館樺穂分館

市長と語ろう！

「市民の日」


